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令和７年６月発行

1．目的
女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

2．概要 （一般事業主（民間企業等）に関する部分は厚生労働省が、特定事業主（国・地方公共団体）に関する部分は内閣府（内閣官房、総務省と共管）が所管）

〇 一般事業主（民間企業等）、特定事業主（国・地方公共団体）は、
⑴職場の女性の活躍に関する状況の把握・課題の分析を実施、

⑵状況把握、課題分析を踏まえた事業主行動計画を策定・公表、
　　［事業主行動計画の必須記載事項］
　　・目標（数値を用いて設定）　・取組内容　・取組の実施時期　・計画期間

⑶女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を公表
　・常用労働者301人以上の一般事業主及び全ての特定事業主は、

　　　①職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち
　　　　「男女の賃金の差異」（職員の給与の男女の差異）の項目　※
　　　②職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち
　　　　①以外の項目から1項目以上
　　　③職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に
　　　　関する実績から1項目以上を公表
　・常用労働者101人以上300人以下の一般事業主は、
　　「職業生活に関する機会の提供に関する実績」及び
　　「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の
　　全ての項目から1項目以上を公表

〇 国等は、優良な一般事業主に対する認定（えるぼし認定・プラチナえるぼし認定）、
　 公共調達における受注機会の増大等の施策を実施。
　 地方公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増大等の施策を実施（努力義務）

〇 地方公共団体は、推進計画（区域内の女性活躍の推進に係る計画）を策定、公表（努力義務）

※特定事業主については令和5年4月1日施行

その他

●公布日（平成27年9月4日）施行。令和4年4月1日改正法施行。令和4年7月8日改正省令施行。
●10年間（令和8年3月31日まで）の時限立法。
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情報公表項目

職業生活に
関する機会の
提供の実績

・採用者に占める女性の割合
・管理職等に占める女性の割合
・�男女別の職種又は雇用形態の転換の
実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
・男女の賃金の差異� 等

職業生活と家庭
生活との両立に 
資する雇用環境
の整備の実績

・男女の平均継続勤務年数の差異
・残業時間の状況
・男女別の育児休業取得率
・有給休暇取得率� 等

⑴～⑶の対象は、
①常用労働者101人以上の一般事業主　及び
　（常用労働者100人以下の一般事業主は努力義務）
②全ての特定事業主
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